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）

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
一
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
は
、
出
産
育
児
一
時
金
等
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
充
て
る
た
め
、
保
険
者
に
対

し
て
出
産
育
児
交
付
金
を
交
付
す
る
。
当
該
出
産
育
児
交
付
金
は
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
が
、
年
度
ご
と
に
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
徴
収
す
る
出
産
育
児
支
援
金
を
も
っ
て
充
て
る
。

二
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
お
け
る
後
期
高
齢
者
負
担
率
の
設
定
方
法
に
つ
い
て
、
後
期
高
齢
者
一
人
当
た
り
の
保
険
料
と

現
役
世
代
一
人
当
た
り
の
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
伸
び
率
が
同
じ
と
な
る
よ
う
見
直
す
。

三
、
前
期
高
齢
者
に
係
る
医
療
給
付
費
等
を
保
険
者
間
で
調
整
す
る
仕
組
み
に
つ
い
て
、
被
用
者
保
険
者
に
お
い
て
報
酬
水
準

に
応
じ
て
調
整
す
る
仕
組
み
の
導
入
等
を
行
う
。

四
、
都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
医
療
費
適
正
化
計
画
に
お
い
て
、
住
民
の
健
康
の
保
持
の
推
進
に
関
し
、
当
該
都
道
府
県
に
お



二

け
る
医
療
費
適
正
化
の
推
進
の
た
め
に
達
成
す
べ
き
目
標
に
関
す
る
事
項
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

五
、
病
院
等
の
管
理
者
は
、
医
療
を
受
け
る
者
が
身
近
な
地
域
に
お
け
る
日
常
的
な
診
療
、
疾
病
の
予
防
の
た
め
の
措
置
そ
の

他
の
医
療
の
提
供
を
行
う
機
能
（
以
下
「
か
か
り
つ
け
医
機
能
」
と
い
う
。
）
等
に
つ
い
て
の
十
分
な
理
解
の
下
に
病
院
等

の
選
択
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
当
該
病
院
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
病
院
等
に
お
い
て
閲
覧
に
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
対
象
病
院
等
の
管
理
者
は
、
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
確

保
の
た
め
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
の
う
ち
、
継
続
的
な
医
療
を
要
す
る
者
に
対
す
る
発
生
頻
度
が
高
い
疾
患
に
係
る
診
療
そ

の
他
の
日
常
的
な
診
療
を
総
合
的
か
つ
継
続
的
に
行
う
機
能
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
の
有
無
及
び
そ

の
内
容
等
の
事
項
を
当
該
病
院
等
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
市
町
村
が
行
う
地
域
支
援
事
業
に
、
被
保
険
者
の
保
健
医
療
の
向
上
及
び
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
被
保
険
者
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
そ
の
他
の
関
係
者
が
被
保
険
者
に
係
る
情
報
を
共
有
し
、
及
び
活
用
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
事
業
を
追
加

す
る
。

八
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


